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平成 23年度富山県人事行政の運営等の状況について 

 

平成 24年９月 25日 

経営管理部人事課 

 

 平成 23 年度における職員数や給与、研修等の人事行政の運営等の状況について公表する

もの。 

 

○根拠：富山県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成 17年富山県条例第５号） 

○公表方法：県報登載、県ホームページ 

○概要 

１ 職員数等 

・簡素で効率的な行政を推進するため、定員適正化計画に基づき職員数の抑制に努めている。 

・一般行政部門では、平成 21年度から平成 26年度までの５年間で職員数の 7.2％（257人）

を削減することを目標とし、適正な定員管理を行っている。 

※１ 定員適正化計画の進捗状況：一般行政部門   （各年４月１日現在、単位：人） 

 平成 21年 平成 22年 平成23年 平成 24年 平成 25年 平成 26年 計 目標 

職員数 3,584 3,479 3,423 3,364    3,327 

増減数 
（基準） 

△105 △56 △59   △220 △257 

増減率 △2.9％ △1.6％ △1.6％   △6.1％ △7.2％ 

・教育部門では、教育委員会の教員については、削減を最小限にとどめ、教育水準の維持・

向上に最大限の努力を払うこととし、教員を除く職員については、平成 22年度から平成 27

年度までの５年間で、教育委員会事務局及び学校の職員数の 7.3％（72人）を削減すること

を目標としている。 

※２ 定員適正化計画の進捗状況：教育部門（教員を除く）（各年４月１日現在、単位：人） 

 平成 22年 平成 23年 平成24年 平成 25年 平成 26年 平成 27年 計 目標 

職員数 987 951 927     915 

増減数 
（基準） 

△36 △24    △60 △72 

増減率 △3.6％ △2.4％    △6.1％ △7.3％ 

・警察部門では、警察官を除く一般職員のうち、鑑識等の専門的業務従事者などを除く職員

数（144人）を平成 28年４月１日までに、平成 23年４月１日を基準として 7.7％（11人）

削減することを目標としている。 

平成 24年４月１日では、４人削減となった。 
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※３ 行政改革による人員の削減状況              （単位：人） 

区分 H16.4.1 H18.4.1 H19.4.1 H20.4.1 H21.4.1 H22.4.1 H23.4.1 H24.4.1 累計 

一般行政部門 
4,159 3,982 3,863 3,703 3,584 3,479 3,423 3,364 － 

（基準） △98 △119 △160 △119 △105 △56 △59 △795 

教育部門 
9,429 9,344 9,263 9,145 9,075 8,969 9,015 8,986 － 

（基準） △52 △81 △118 △70 △106 46 △29 △443 

警察部門 
2,204 2,254 2,259 2,249 2,249 2,244 2,243 2,254 － 

（基準） 60 5 △10 0 △5 △1 11 50 

公
営
企
業
等 

企業局等 
198 173 153 142 127 118 118 118 － 

（基準） △9 △20 △11 △15 △9 0 0 △80 

中央病院 
850 852 853 881 915 905 890 914 － 

（基準） 3 1 28 34 △10 △15 24 64 

合 計 
16,840 16,605 16,391 16,120 15,950 15,715 15,689 15,636 － 

（基準） △96 △214 △271 △170 △235 △26 △53 △ 1,204 

※H24.4.1の警察部門の 11人増は、警察官の定員基準の改正に伴う増などによる。 

２ 給与・勤務条件 

（１）給与 

・職員の平均給与月額（給料月額と毎月支払われる諸手当の額の合計） 

一般行政職 Ｈ24.4.1 421,800円（平均年齢 44歳 1月） 

※H23.4.1 421,800円（平均年齢 44歳 1月） 

・ラスパイレス指数（国家公務員の給与水準を 100とした場合の水準） 

H23年度 99.8（地域手当補正後 97.8） 

※H22年度 99.2（地域手当補正後 97.2） 

・期末・勤勉手当（一人当たり平均支給額） 

H23年度 1,626千円（年間支給割合 3.95月分） 

※H22年度 1,642千円（年間支給割合 3.95月分） 

・退職手当 

H23年度平均支給額 508千円（自己都合）、26,616千円（定年・勧奨） 

※H22年度平均支給額 686千円（自己都合）、26,694千円（定年・勧奨） 

・特別職の報酬 

知事 1,105千円（減額措置前 1,300千円）、副知事 918千円（減額措置前 1,020千円） 

  ・特別職及び一般職の給与の減額措置の状況 

  平成 17～19年度 平成 20～22年度 平成 23～24年度 

特
別
職 

知事 △10％ △18％※ △18％※ 

副知事等 △7％ △13％※ △13％※ 

一
般
職 

部長級 

△5％ 

富山市勤務者等 △7％※ 

上記以外の者 △4％※ 

富山市勤務者等 △6％※ 

上記以外の者 △3％※ 

次長級～課長級 
富山市勤務者等 △6％※ 

上記以外の者 △3％※ 

富山市勤務者等 △5％※ 

上記以外の者 △2％※ 

その他 (管理職

以外) 
△3％ 

富山市勤務者等 △4％※ 

上記以外の者 △1％※ 

富山市勤務者等 △3％※ 

上記以外の者  ―   

※地域手当の凍結分(△3％)を含む。 
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（２）休暇等 

  ・年次休暇や病気休暇等、主な休暇や育児休業の取得状況は、次のとおり。 

区分 期間等 知事部局等 教育委員会 警察本部 

年次休暇 20日 平均 10.0日 平均 9.4日 平均 5.6日 

夏期休暇 ５日以内 平均  4.6日 平均 4.7日 平均 4.2日 

病気休暇 原則 90日以内 取得者 153人 取得者 60人 取得者 62人 

育児休業 
子が３歳に達する日

までの期間 
取得者  72人 取得者 32人 取得者 16人 

 ※年次・夏期休暇：暦年計、病気休暇・育児休業：平成 23年度中取得者計 

 

３ 分限・懲戒処分 

・分限処分及び懲戒処分の状況は、次のとおり。           （単位：人） 

区分 
分限 懲戒 

免職 休職 降任 降給 計 免職 停職 減給 戒告 計 

知事部局等 － 13 － － 13 － ２ １ － ３ 

教育委員会 － 63 － － 63 ２ － ５ ４ 11 

警察本部 － ５ －  － ５ １ １ － １ 3 

合計 － 81 － － 81 ３ ３ ６ ５ 17 

 

４ 服務 

（１）職務専念義務免除 

団体の非常勤役員など、承認件数 1,094件 

（内訳：知事部局等 646件、教育委員会 406件、警察本部 42件） 

（２）営利企業等従事許可 

各種試験の検定員など、許可件数 1,798件 

（内訳：知事部局等 33件、教育委員会 1,765件、警察本部０件） 

 

５ 研修・人事評価 

（１）職員研修の実施 

区分 受講者延人数 主な研修内容 備考 

知事部局等 2,617人 新任職員研修、新任所属長研修 

必修選択研修等 

職員研修所等で実施 

教育委員会 8,541人 

 

初任者研修会、小・中学校校長

研修会、特別支援教育研修会等 

総合教育センター等

で実施 

警察本部 865人 初任科、初任補修科、任用科、

専科等 

警察学校等で実施 

（２）人事評価 

・職員の勤勉性、職務知識、判断力等を踏まえ、５段階評定で総合判定を実施。 

  ・目標による管理手法を取り入れ、一定期間における目標の達成度等を評価する業績評

価制度を実施。 
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６ 共済・公務災害補償 

（１）福利厚生 

  厚生事業の主な実施状況 

区分 知事部局等 教育委員会 警察本部 

定期健康診断 3,480人 3,232人 1,695人 

人間ドック 1,391人 3,544人 928人 

健康相談（希望者） 1,133人 
健康管理医を学校に

配置し対応 
456人 

カフェテリアプラン －人 9,281人 －人 

（２）共済給付 

  地方公務員等共済組合法に基づく、医療給付等の状況 

  ・地方職員共済組合 給付件数  98,766件（金額 1,212,593千円） 

  ・公立学校共済組合 給付件数 178,532件（金額 2,178,279千円） 

  ・警察共済組合   給付件数   52,423件（金額  640,760千円） 

（３）公務災害補償 

   地方公務員災害補償法に基づく、公務上の災害・通勤災害の際における、損害補償

の状況 

  ・知事部局等 補償件数  67件（金額 28,069千円） 

  ・教育委員会 補償件数 102件（金額 33,956千円） 

  ・警察本部  補償件数  73件（金額 97,343千円） 

 

７ 人事委員会の業務の状況 

 （１）勧告及び報告 

    平成 23 年 10 月 31 日、議会及び知事に対して、次のような職員の給与等に関する

勧告及び報告を実施。主な給与勧告のポイントは次のとおり。 

   ①公民給与の較差（△0.22％）解消のため、給料表の引下げ改定、50 歳台後半層の

給与の抑制措置の見直し 

   ②期末手当・勤勉手当は民間とおおむね均衡しており、据置き 

 （２）採用 

上・中・初級、警察官等の職員採用試験において、合計 1,493人が受験し、212人

が合格。選考については、70件の採用選考及び 595件の昇任選考を実施。 

（３）措置要求及び不服申立て 

勤務条件に関する措置の要求、不利益処分に関する不服申立ては共に０件。 


